令和８年度 国民健康保険税額 算出表
医療分　（最高限度額６７万円）
	所得割額
	（前年の所得金額-４３万円）×６.４８％

	
	（　　　　　       　　　円 － ４3万円）×６.４８％
	＝　　　　　 　　　 円

	均等割額
	被保険者１人につき２８，３００円

	
	（未就学児以外　　　　   人）×２８，３００円
（未就学児　　　　　　　 人）×１４，１５０円
	＝　　　　 　　　　 円

	平等割額
	国保加入世帯につき1９，８００円

	
	1９，８００円
	＝　　　 1９，８００円

	合計
	円


[bookmark: _GoBack]※未就学児・・・６歳に到達する日以降の最初の３月31日以前である被保険者
後期高齢者支援金分　（最高限度額２６万円）
	所得割額
	（前年の所得金額-４３万円）×２.６８％

	
	（　　　　　　　　　 　　円 － ４3万円）×２.６８％
	＝　　　　　　　　　円

	均等割額
	被保険者１人につき１１，５００円

	
	（未就学児以外　　　　   人）×１１，５００円
（未就学児　　　　　　　 人）×５，７５０円
	＝　　　　　　　　  円

	平等割額
	国保加入世帯につき7，９００円

	
	7，９００円
	＝　　　　 7，９００円

	合計
	円


※未就学児・・・６歳に到達する日以降の最初の３月31日以前である被保険者
介護分　（最高限度額１７万円）　※40～６4歳の加入者のみ
	所得割額
	（前年の所得金額-４３万円）×２.６４％

	
	（　　　　　 　　　　　　円 － ４3万円）×２.６４％
	＝　　　　　　　　  円

	均等割額
	被保険者１人につき１２，９００円

	
	（　　　　　　　　　　 　人）×１２，９００円
	＝　　　　　　　　　円

	平等割額
	国保加入世帯につき６，５００円

	
	６，５００円
	＝　　　　６，５００円

	合計
	　円



子ども・子育て支援納付金分　（最高限度額３万円）　※令和８年度より新設
	所得割額
	（前年の所得金額-４３万円）×0.29％

	
	（　　　　　 　　　　　　円 － ４3万円）×0.29％
	＝　　　　　　　　  円

	均等割額
	18歳以上被保険者１人につき１，３００円（うち18歳以上分100円）
※18歳未満被保険者(18歳に到達する日以降の最初の３月31日以前の被保険者)は全額軽減

	
	（１８歳以上　　　　　 　人）×１，３００円
	＝　　　　　　　　　円

	平等割額
	国保加入世帯につき８００円

	
	８００円
	＝　　　　 　 ８００円

	合計
	円
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